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第 1章   総 則 

 

第１条 この会は南小岩第二小学校ＰＴＡといい、事務所を同校舎内におきます。 

 

第２条 この会は保護者と教職員が協力して、児童の幸福な成長をはかることを目的としま

す。 

 

 

第２章   活 動 
 

第３条 この会は第２条の目的をはたすために次の活動をします。 

   １．会員相互の教養および健康の向上をはかり、よい保護者、よい教職員となるよう

努めます。 

   ２．家庭と学校の緊密な連絡によって、児童の生活を指導し、環境をよくすることに

努めます。 

   ３．学校教育の充実に協力します。 

   ４．行事によっては、特別委員会を設ける場合もあります。 

       

第３章   会 員 
 

第４条 この会の会員は本校に在籍する児童の保護者と教職員とします。 

 

 

第４章   役員・会計監査委員・専門委員 
 

第５条 この会に次の役員・会計監査委員・専門委員をおきます。 

   １．役員 会 長  １ 名（Ｐ） 

        副会長  若干名（Ｐ・副校長） 

        書 記  若干名（Ｐ・Ｔ１名） 

        会 計  若干名（Ｐ・Ｔ１名） 

   ２．会計監査委員  若干名（Ｐ２名以上） 

   ３．専門委員 

     （イ） 学年委員  ３～４名 

     （ロ） 専門委員  ４名（広報委員・成人委員・環境委員・校外委員） 

   ４. 任期は役員は２年、会計監査委員は３年、専門委員は１年とします。 

   ５．６学年のみ 卒対委員 １０名程度 

（有志で構成する委員の為、委員の免除無し） 

第５章   選出の方法 
 

第６条 役員・会計監査委員の選出は次のとおりです。 

   １．第８条の選考方法に従って推薦された候補者の中から、３月総会で会員の承認に

より選出されます。 

   ２．年度の途中に、役員・会計監査委員の人数が不足となった場合には、運営委員会

により推薦された候補者の中から、総会（定期・臨時）または書面により会員の

承認を得て選出されます。 

     この場合も第８条に則り、承認要求の５日前までに全会員に告知します。 
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第７条 学級委員の選出は次のとおりです。 

   １．学級ごとに５～６名の学級委員を選出し、各学年の学年委員会と４つの専門委員

会（広報委員会、成人委員会、環境委員会、校外委員会）に所属します。 

   ２．学年委員会は、学年ごとに学年委員長１名、同副委員長１～２名を互選します。 

   ３．全学年を併せて全学年委員会を構成し、高学年（４・５・６年生）の委員長の内

1 名を委員長、低学年（１・２・３年生）の委員長の内 1 名を副委員長とします。 

   ４．専門委員会は、専門委員会ごとに専門委員長（Ｐ１名）、同副委員長（Ｐ２名・

Ｔ１名）を互選します。 

 

 

第６章   選考委員会 
 

第８条 次年度の役員・会計監査委員の選出にあたって、選考委員会を設置します。 

   １．新学期開始に合わせ、全学級の中から６名（各学年１名）、教職員から２名、本

部役員または運営委員から若干名の選考委員を選出し、選考委員会として委員長

１名、副委員長１名をおきます。 

   ２．選考の方法 

     （イ） 必要に応じ、会員に役員および会計監査委員候補者若干名の推薦を依頼

することができます。 

     （ロ） 推薦された候補者および会員の中から、公平な立場で役員と会計監査委

員を選考します。 

     （ハ） 選考にあたり、現会長および会長候補者の意見を聞くことができます。 

     （ニ） 役員および会計監査委員候補を３月総会の５日前までに全会員に告知し

て、３月総会で会員の承認を受けます。 

   ３．３月総会終了と同時に解散します。 

 

第７章   任 務 
 

第９条 役員、会計監査委員、委員の任務は次のとおりです。 

   １．役 員 

     （イ） 会長はこの会を代表して職務を行います。 

     （ロ） 副会長は会長の補佐をし、会長に事故ある時または不在の時その職務を

代行します。 

     （ハ） 書記は通信･連絡・記録などの事務をします。 

     （ニ） 会計はこの会一切の会計事務をします。 

     （ホ） 各役員は退任後１年に限り新役員の相談役として活動することができま 

す。 

     （へ） 役員（副会長）は、各委員会の相談役として担当をします。 

     （ト） 会長は退任後、特別相談役として活動することができます。 

   ２．会計監査委員 

     （イ） 会計監査委員は前期と後期２回に分けて会計を監査し、次年度５月総会

に報告します。 

   ３．学年委員 

     （イ） 学年委員は学年に関する会務を処理します。 

   ４．専門委員 

     （イ） 広報委員はＰＴＡに関する広報活動をします。 

     （ロ） 成人委員は会員の教養を高め、会員相互の親睦をはかります。 

     （ハ） 環境委員は主として学校に望ましい環境作りに協力します。 

     （ニ） 校外委員は主として児童の校外生活の指導にあたります。 

      ５. 各委員会の活動内容は担当役員と相談後、その年度の総会にて審議、議決した後、 

    翌年度より実施することとします。 

 

第８章   総会、各種委員会 
 

第１０条 総 会 

   １．総会は全会員より構成され、委任状を含め会員の３分の１以上で成立します。議

決は出席者の過半数で決定します。 

   ２．定期総会は原則として５月と翌年３月に開かれ、会務の全般について報告・承

認・審議・議決します。 

   ３．臨時総会は運営委員会が必要と認めた時、または会員の過半数の要求があった時

に開かれます。 

 

第１１条 運営委員会 

   １．運営委員会は役員・校長・副校長・学年委員長・同副委員長・専門委員長および

同副委員長で構成されます。２分の１以上で成立し、議案を審議決定します。 

 

第１２条 全体委員会 

   １．全体委員会は運営委員および学級委員で構成されます。 

 

第１３条 その他の各種委員会は、必要に応じ運営委員会の承認を得て設置され、その任務

の終わった時に解散します。 

 

第１４条 顧問会 

１． 顧問会は歴代会長で構成され、本会の相談役としておくことができます。 

２． 主に本会顧問を二代前会長までとします。 

 

第９章   会 計 
 

第１５条 この会の会計は、会費・寄付金・その他の収入によって支弁されます。 

 

第１６条 会費 

１． この会の年会費は、一家庭月額３００円（年間３，６００円）とします。 

２． 年度途中で入退会する会員の会費については在籍した月を基準に清算とします。 

尚、この項目には一時的な転出入も含みます。 

 

第１７条 この会の会計年度は４月１日より翌年３月末日までです。 

 

第１０章  改 正 
 

第１８条 この会則は総会の決議を経なければ変更することができません。改正案は総会の

開かれる５日前までに全会員に知らせておかなければなりません。 

 

第１９条 この会則は平成３１年３月９日一部改正により、平成３１年４月１日より施行し

ます。 



ＰＴＡの組織図と活動 
南小岩第二小学校ＰＴＡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

改 正 記 録 
 

第２版  平成２０年４月１日 

 平成１８年度の規約を一部改正し、第２版として発行する。 

 改正内容は下記とする。 

 ・第１６条  第１項“一家庭３，６００円（１ヶ月３００円）”を“一家庭月額３００円 

              （年間３，６００円）”に変更 

              第２項を追加 

 ・慶弔内規 見舞金額を“５，０００円”から“３，０００円”に変更 

 ・“ＰＴＡの組織図と活動”成人委員会の「ＰＴＡバレーボールへの協力」を削除 

 

第３版    平成２１年 4 月 1 日 

  平成２０年度の規約を一部改正し、第３版として発行する。 

  改正内容は下記とする。 

・ 第５条 書記および会計の人数を”３～４名“から”若干名”に変更。 

 

第４版    平成２３年 4 月 1 日 

  平成２１年度の規約を一部改正し、第４版として発行する。 

  改正内容は下記とする。 

・第７条  第３項“高学年(５・６年生)の内 1 名”を“高学年(４・５・６年生)の内 

１名”に変更。 

       “中学年(３・４年生)の内１名および低学年(１・２年生)の内 1 名”を“低 

学年(１・２・３年生)の内１名”に変更。 

・第８条  第１項“１２月中旬までに”を“新学期開始に合わせ”に変更。 

“運営委員会から２名”を“本部役員または運営委員会から若干名”に変 

更。 

・第１０条 第１項“会員の１０分の１以上”を“委任状を含め会員の２分の１以上” 

に変更。 

“過半数”を“出席者の過半数”に変更。 

・第１２条 第１項 全体委員会の成立および審議についての記述を削除する。 

・慶弔内規 弔慰金 教職員の家族“親・子・配偶者”を“配偶者、子”に変更。 

見舞金“児童の病気療養１ヶ月以上、もしくは入院５日間以上”を“児童 

の病気療養(けがも含む)１５日以上”に変更。 

“教職員の病気療養１ヶ月以上、もしくは入院５日間以上”を“教職員の 

病気療養(けがも含む)１５日以上”に変更。 

・ ＰＴＡの組織図と活動 成人委員会に“ＰＴＡバレーボール大会の応援”を追加。 

 

第５版  平成２４年４月１日 

 平成２３年度の規約に一部追加し、第５版として発行する。 

 ・第１４条 顧問会“主に本会顧問を二代前会長までとします”を追加。 

 

第 6 版  平成 25 年 4 月 1 日 

 平成２４年度の規約に一部追加し、第 6 版として発行する。 

 ・第１６条２．会計 “尚、この項目には一時的な転出入も含みます。“を追加。 

 

第 7 版  平成３１年４月 1 日 

 平成２８年度の規約を一部改正し、第 8 版として発行する。 

学年委員会 

＊学年活動の企画をする 

 ・ボランティア活動、スポーツ、共同制作など 

 ・学年担任との連絡、講演会の出席 

＊広報誌「やまびこ」を発行する 

 ・ＰＴＡ行事、学校行事の取材・紹介 

 ・その他のＰＴＡ活動、学校の活動の取材・紹介 

・講習会、講演会の出席 

＊会員の教養を高め、相互の親睦をはかる 

 ・給食試食会、講習会、講演会などの企画、出席 

 ・家庭教育セミナーの開催 

・ＰＴＡバレーボール大会の応援 

＊学校の望ましい環境作りに協力する 

 ・ベルマーク運動の推進 

 ・講習会、講演会の出席 

＊児童の校外活動を指導する 

 ・児童の校外生活（危険な場所、好ましくない遊

び場など）を調査 

 ・朝の交通当番、夏休みのパトロールなど、児童

の安全管理と指導 

 ・講演会、講習会の出席 

＊役員ならびに会計監査委員の選出 

＊ＰＴＡバレーボール 

他校との連絡 

会長会 

会長 

副会長 

書記 

会計 

各学年代表 

各専門委員会代表 

役員 

学校代表 

年 2 回監査 
広報委員会 

成人委員会 

環境委員会 

校外委員会 

選考委員会 

サークル活動 

役員会 

会 長 顧問会 

会計監査 

 

運営委員会 
総 

 

会 

議決機関 

５月と翌年３月の年 2 回開催 

＊謝恩会の準備および進行 

卒業対策委員会 



・ 第 5 条 第 4 項を追加。 

・ 第 9 条 （ホ）を追加。 

・ 第 9 条 （へ）を追加。 

・ 第 9 条 第 5 項を追加。 

・ 第 9 条 （ト）を追加。 

・ 第 14 条 2 を変更。 

・ 第 5 条 第 5 項を追加。 

・ 第 9 条 （ト）を削除。 

 

第 10 版  令和 7 年 4 月 1 日 

 令和６年度の規約を一部改正し、第 10 版として発行する。 

 ・第１０条 総 会 

   １．～会員の２分の１以上で成立～を、～会員の３分の１以上で成立～に改正。 

付  則 
 

会員相互および学校職員における慶弔・見舞い等については、別に定める慶弔内規によるこ

ととします。 

 

 

慶 弔 内 規 
 

弔慰金 

  １．会員死亡          １０，０００円 

  ２．児童死亡          １０，０００円 

  ３．教職員死亡         １０，０００円 

  ４．教職員家族の死亡       ５，０００円 

      但し、教職員の家族とは、配偶者、子とします。 

 

見舞金 

  １．児童の病気療養(けがも含む)１５日以上    ３，０００円 

  ２．教職員の病気療養(けがも含む)１５日以上   ３，０００円 

      但し、同病においては、年１回とします。 

 

御祝金 

  １．教職員の結婚       １０，０００円 

  ２．教職員の出産        ５，０００円 

 

備 考 

  １．教職員の転勤・退職記念品 

    その都度、役員会において協議決定します。 

  ２．火災・水害・その他については、役員会において対処することとします。 

  ３．この規定の改正は、運営委員会の決議によることとします。 

 


